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自動車税のお知らせ －自動車税の納期限は６月１日まで－自動車税のお知らせ －自動車税の納期限は６月１日まで－自動車税のお知らせ －自動車税の納期限は６月１日まで－
　納付は、必ず納期限までに郵便局、農協、銀行などお近くの金融機関でお済ませください。
　また、今年度から『コンビニエンスストア』での納付が可能となりましたので、納税通知書をお
持ちになってご利用ください。なお、納税通知書が届いてない方がおいでましたら下記までご連絡
ください。
※身体障がい者手帳をお持ちの方などに対する減免の手続き期限も6月1日までとなっていますので
ご注意ください。

【受付・お問い合わせ先】高知県幡多県税事務所　蕁35―5972

個
人
住
民
税
の
公
的
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
制
度
が
始
ま
り
ま
す

　
平
成

２０
年
４
月
の
税
制
改
正
に

よ
り
、
今
ま
で
納
付
書
や
口
座
振

替
で
納
付
し
て
い
た
だ
い
て
い
た

公
的
年
金
に
か
か
る
個
人
住
民
税

を
、
平
成

２１
年

１０
月
支
給
分
の
年

金
か
ら
あ
ら
か
じ
め
引
か
せ
て
い

た
だ
く
特
別
徴
収
制
度
が
始
ま
り

ま
す
。

　
こ
れ
に
よ
り
、
特
別
徴
収
の
対

象
の
方
は
、
納
期
が
年
４
回
か
ら

６
回
に
な
り
、
１
回
あ
た
り
の
負

担
額
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　
公
的
年
金
の
支
払
い
を
受
け
て

い
る
方
の
個
人
住
民
税
を
公
的
年

金
か
ら
天
引
き
す
る
制
度
で
す
。

　
当
該
年
度
の
初
日
（
４
月
１
日
）

に
年
金
を
受
給
し
て
い
る

６５
歳
以

上
の
納
税
義
務
の
あ
る
方
で
す
。

　
た
だ
し
、
次
の
１
か
ら
３
に
該

当
す
る
方
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

１
、
公
的
年
金
の
年
額
が

１８
万
円

未
満
の
方

２
、
黒
潮
町
の
介
護
保
険
料
が
年

金
か
ら
引
か
れ
て
い
な
い
方

３
、
特
別
徴
収
の
対
象
と
な
る
個

人
住
民
税
額
と
他
の
特
別
徴

収
さ
れ
る
額（
※
）
の
合
計

額
が
老
齢
基
礎
年
金
な
ど
の

年
税
額
を
超
え
る
方

※
特
別
徴
収
さ
れ
る
額
と
は
次
の

４
つ
に
な
り
ま
す
。

・
所
得
税
　

・
介
護
保
険
料
　

・
国
民
健
康
保
険
税
　

・
長
寿（
後
期
高
齢
者
）医
療
保
険
料

　
公
的
年
金
に
係
る
所
得
に
対
す

る
所
得
割
額
と
均
等
割
額
に
な
り

ま
す
。

　
公
的
年
金
以
外
の
所
得
に
対
す

る
税
額
に
つ
い
て
は
普
通
徴
収
（
納

付
書
ま
た
は
口
座
振
替
）
と
な
り

ま
す
。

　
老
齢
基
礎
年
金
ま
た
は
老
齢
年

金
、
退
職
年
金
な
ど
か
ら
の
天
引

き
と
な
り
ま
す
。

　
平
成

２１
年

１０
月
に
支
払
わ
れ
る

年
金
か
ら
実
施
さ
れ
ま
す
。

１
、
平
成

２１
年
度（

２０
年
分
）の
課

税
所
得
が
年
金
所
得
の
み
の

場
合
、
住
民
税
は
特
別
徴
収

（
年
金
天
引
き
）
に
よ
る
納

付
と
な
り
ま
す
。

　
　
　
な
お
、

２１
年
度
は
特
別
徴

収
導
入
年
度
と
な
り
ま
す
の

で
、
６
月
、
８
月
の
２
期
分

は
普
通
徴
収
で
納
付
し
て
い

た
だ
き
、

１０
月
以
降
は
特
別

徴
収
に
切
替
わ
り
ま
す
。

２
、
平
成

２１
年
度（

２０
年
分
）の
課

税
所
得
が
年
金
所
得
の
他
に

給
与
、
農
業
な
ど
の
所
得
が

あ
る
場
合
、
年
金
所
得
に
対

す
る
住
民
税
は
特
別
徴
収（
年

金
天
引
き
）
と
な
り
、そ
の

他
の
所
得
（
給
与
、
農
業
な

ど
）
の
住
民
税
は
普
通
徴
収

（
納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
）

に
よ
る
納
付
と
な
り
ま
す
。

平
成
２１
年
度
ま
た
は
特
別
徴
収
（
年

金
天
引
き
）
最
初
の
年
度
　

　
初
め
て
天
引
き
の
対
象
と
な
る

年
度
は
、
そ
の
年
の

１０
月
分
の
年

金
よ
り
天
引
き
が
始
ま
り
ま
す
。

　
そ
の
た
め
、
６
月
お
よ
び
８
月

納
期
分
の
住
民
税
は
普
通
徴
収
（
口

座
振
替
や
金
融
機
関
な
ど
の
窓
口

で
の
納
付
）
に
な
り
ま
す
。

前
年
度
特
別
徴
収
（
年
金
天
引
き
）

し
て
い
る
場
合

　
住
民
税
の
税
額
決
定
は
、
毎
年

度
６
月
以
降
に
な
り
ま
す
。
そ
の

た
め
、
４
月
・
６
月
・
８
月
の
年

金
か
ら
は
、
仮
徴
収
と
し
て
２
月

に
天
引
き
し
た
額
と
同
額
を
天
引

き
し
ま
す
。
そ
の
後
、
住
民
税
の

決
定
税
額
よ
り
仮
徴
収
し
た
税
額

を
差
し
引
い
て
、

１０
月
・

１２
月
・

２
月
の
天
引
き
額
を
決
定
し
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
大
方
総
合
支
所
 

　
税
務
課 

住
民
税
係

蕁
４
３
―
２
８
１
６（
直
通
）

　
佐
賀
総
合
支
所
 

　
総
務
課 
税
務
係

蕁
５
５
―
３
１
１
３（
直
通
）

ど
ん
な
制
度
な
の
？

何
を
天
引
き
す
る
の
？

い
つ
か
ら
始
ま
る
の
？

す
べ
て
の
年
金
か
ら
天
引
き
す
る
の
？

ど
ん
な
方
法
で
納
付
す
る
の
？

特
別
徴
収
開
始
年
度
と
２
年
目
以

降
で
は
徴
収
方
法
が
若
干
変
わ
り

ま
す

ど
ん
な
人
が
対
象
に
な
る
の
？


